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奈良市報告第１号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

＝ 1＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

平成２７年２月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

１ 市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

＝ 2＝



市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について

本市は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所に

訴えを提起する。

１ 訴えを提起する相手方の住所及び氏名

別表のとおり

２ 訴えの要旨

別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

⑴ 市営住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項の規定によ

り徴収する金銭を支払え。

⑵ 滞納家賃等及びこれらに対する遅延損害金を支払え。

⑶ 訴訟費用は被告の負担とする。

３ 訴訟遂行の方針

⑴ 弁護士を訴訟代理人と定める。

⑵ 判決の結果、必要がある場合は上訴する。

⑶ 本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

＝ 3＝



別表

番号 住所 氏名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

1
保管義務
違反及び
迷惑行為

2 家賃滞納

3 家賃滞納

4 家賃滞納

＝ 4＝



奈良市報告第２号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に揚げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝ 5＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２７年１月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年１０月９日午後４時１５分頃、奈良市右京二丁目地内において、本市公用車

の荷台からの落下物により、後方を普通自動車で走行していた相手方が急ブレーキをかけ、

その衝撃で負傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものと

する。

１ 損害賠償の額 ６１０，１０３円

＝ 6＝



奈良市報告第３号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝ 7＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２７年１月２０日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年１１月１４日午前８時１０分頃、奈良市奈良阪町地内において、本市の公用

車が自転車で走行していた相手方と接触し、相手方が負傷し、自転車が損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ２５３，３９２円

＝ 8＝



奈良市報告第４号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝ 9＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２７年１月２２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年１２月１３日午前８時３５分頃、奈良市恋の窪一丁目地内において、相手方

が市道を自転車で走行していたところ、カーブミラーが倒れたことにより負傷し、自転車

のタイヤ等が損傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するもの

とする。

１ 損害賠償の額 ３６，７８０円

＝10＝



奈良市報告第５号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝11＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２７年１月２２日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２４年７月２日午後６時３０分頃、奈良市右京一丁目地内において発生した、市道

の穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤが損傷した事故について、和解

により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 １３，８８５円

＝12＝



奈良市報告第６号

市長専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝13＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２７年２月５日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２６年９月１２日午後１２時２０分頃、奈良市法華寺町地内の交差点において発生

した、本市の公用車が相手方の原動機付自転車に接触した事故の物件損害について、和解

により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ２０１，３０８円

＝14＝



奈良市議案第１号

市長専決処分の報告及び承認を
求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 和解及び損害賠償の額の決定について

＝15＝



市 長 専 決 処 分 書

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

平成２６年１２月２４日

奈良市長 仲 川 元 庸

記

和解及び損害賠償の額の決定について

平成２４年８月２日午後７時２０分頃、奈良市南京終町三丁目地内において、相手方が

市道を自転車で走行していたところ、側溝の溝蓋がない箇所から転落し負傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１ 損害賠償の額 ２，３５０，０００円

＝16＝



奈良市議案第２号

平成２６年度奈良市一般会計
補正予算（第５号）

平成２６年度奈良市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２８０，４５６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２９，８７９，６２４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

＝17＝



第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１.市 税 52,310,803 △ 900,000 51,410,803

１. 市 民 税 26,399,448 △ 606,809 25,792,639

２. 固 定 資 産 税 19,378,152 △ 289,847 19,088,305

８. 都 市 計 画 税 3,235,943 △ 3,344 3,232,599

３. 利子割交付金 270,000 △ 50,000 220,000

１. 利子割交付金 270,000 △ 50,000 220,000

４. 配当割交付金 490,000 315,000 805,000

１. 配当割交付金 490,000 315,000 805,000

５. 株 式 等 譲 渡所得割交付金 250,000 186,000 436,000

１. 株 式 等 譲 渡所得割交付金 250,000 186,000 436,000

10. 地方特例交付金 230,000 △ 54,805 175,195

１. 地方特例交付金 230,000 △ 54,805 175,195

11. 地 方 交 付 税 15,600,308 274,203 15,874,511

１. 地 方 交 付 税 15,600,308 274,203 15,874,511

13. 分担金及び負担金 1,581,505 △ 60,000 1,521,505

２. 負 担 金 1,571,373 △ 60,000 1,511,373

14. 使 用 料 及 び手 数 料 2,372,812 17,210 2,390,022

１. 使 用 料 1,627,870 17,210 1,645,080

15. 国 庫 支 出 金 22,961,978 329,769 23,291,747

１. 国 庫 負 担 金 18,177,192 63,867 18,241,059

２. 国 庫 補 助 金 2,892,940 △ 28,562 2,864,378

４. 国 庫 交 付 金 1,767,351 294,464 2,061,815

千円 千円 千円

＝18＝



款 項 補正前の額 補 正 額 計

16. 県 支 出 金 6,311,771 △ 6,796 6,304,975

１. 県 負 担 金 4,597,661 15,425 4,613,086

２. 県 補 助 金 1,486,951 △ 11,721 1,475,230

３. 県 委 託 金 201,791 △ 10,500 191,291

17. 財 産 収 入 786,895 1,201,100 1,987,995

２. 財産売払収入 654,460 1,201,100 1,855,560

18. 寄 附 金 7,500 598,975 606,475

１. 寄 附 金 7,500 598,975 606,475

21. 諸 収 入 3,310,976 △ 230,000 3,080,976

３. 貸付金元利収入 1,340,583 △ 180,000 1,160,583

４. 雑 入 1,767,182 △ 50,000 1,717,182

22. 市 債 15,805,300 △ 340,200 15,465,100

１. 市 債 15,805,300 △ 340,200 15,465,100

歳 入 合 計 128,599,168 1,280,456 129,879,624

千円 千円 千円

＝19＝



歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２.総 務 費 15,058,189 524,880 15,583,069

１. 総 務 管 理 費 11,653,654 524,800 12,178,454

２. 企 画 費 1,522,295 80 1,522,375

３. 民 生 費 53,747,628 △ 170,629 53,576,999

１. 社 会 福 祉 費 23,875,896 △ 55,850 23,820,046

２. 児 童 福 祉 費 16,646,082 △ 214,779 16,431,303

３. 生 活 保 護 費 13,166,505 100,000 13,266,505

４. 衛 生 費 10,871,044 4,200 10,875,244

１. 保 健 衛 生 費 1,935,871 △ 7,300 1,928,571

２. 保 健 所 費 1,846,724 29,500 1,876,224

３. 清 掃 費 5,743,207 △ 18,000 5,725,207

６. 農林水産業費 561,203 △ 8,500 552,703

１. 農 林 費 561,203 △ 8,500 552,703

７. 商 工 費 1,590,158 342,800 1,932,958

１. 商 工 費 1,590,158 342,800 1,932,958

８. 観 光 費 936,608 76,100 1,012,708

１. 観 光 費 936,608 76,100 1,012,708

９. 土 木 費 9,127,026 △ 614,570 8,512,456

１. 土 木 管 理 費 221,101 △ 75,770 145,331

２. 道 路 橋 梁 費 2,249,921 △ 100,000 2,149,921

４. 都 市 計 画 費 3,866,216 △ 438,800 3,427,416

千円 千円 千円

＝20＝



款 項 補正前の額 補 正 額 計

11. 教 育 費 12,649,619 26,175 12,675,794

１. 教 育 総 務 費 2,773,912 76,175 2,850,087

７. 保 健 体 育 費 2,271,772 △ 50,000 2,221,772

13. 公 債 費 18,519,201 △ 100,000 18,419,201

１. 公 債 費 18,519,201 △ 100,000 18,419,201

14. 諸 支 出 金 26,388 1,200,000 1,226,388

１. 地 元 公 共
事 業 基 金 23,388 800,000 823,388

３. 減 債 基 金 1,000 400,000 401,000

歳 出 合 計 128,599,168 1,280,456 129,879,624

千円 千円 千円

＝21＝



第２表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

２.総 務 費 295,240

１. 総 務 管 理 費 社 会 保 障・税 番 号 制 度
シ ス テ ム 改 修 経 費 7,000

生 涯 ス ポー ツ 推 進 経 費 2,000

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 94,200

ス ポー ツ 施 設 整 備 事 業 45,000

２. 企 画 費 定 住 促 進 経 費 40,800

ま ち・ひ と・しごと創生
総 合 戦 略 経 費 4,500

交 通 環 境 整 備 経 費 21,460

文 化 振 興 施 設 整 備 事 業 52,280

３. 徴 税 費 社 会 保 障・税 番 号 制 度
シ ス テ ム 改 修 経 費 28,000

３. 民 生 費 318,539

１. 社 会 福 祉 費 精 神 障 害 者 医 療 費 助 成
シ ス テ ム 改 修 経 費 4,000

２. 児 童 福 祉 費 被虐待児童対策地域協議会
運 営 経 費 16,000

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 298,539

４. 衛 生 費 45,228

１. 保 健 衛 生 費 保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 18,428

２. 保 健 所 費 健 康 相 談 経 費 1,800

３. 清 掃 費 クリーンセンター建設計画
策 定 経 費 25,000

６. 農林水産業費 16,000

１. 農 林 費 奈 良 の 食 プ ロ ジ ェ ク ト
事 業 経 費 2,000

農 業 施 設 整 備 事 業 14,000

千円

＝22＝



款 項 事 業 名 金 額

７.商 工 費 522,800

１. 商 工 費 コ ミ ュ ニ テ ィ ビ ジ ネ ス
支 援 事 業 経 費 15,800

プ レ ミ ア ム 付 き 商 品 券
発 行 事 業 経 費 507,000

８. 観 光 費 165,686

１. 観 光 費 外 国 人 お も て な し 環 境
整 備 補 助 事 業 経 費 5,000

奈 良 の シ カ 保 護 育 成
事 業 経 費 2,667

観 光 案 内 板 等 多 言 語 化
事 業 経 費 15,600

観光案内所運営管理経費 30,440

観 光 施 設 整 備 事 業 111,979

９. 土 木 費 632,900

２. 道 路 橋 梁 費 道 路 橋 梁 新 設 改 良 事 業 287,000

３. 河 川 費 河 川 堤 防 改 修 事 業 17,000

４. 都 市 計 画 費 奈 良 市 バ リ ア フ リー
推 進 事 業 経 費 8,000

街 路 事 業 320,900

10. 消 防 費 524,000

１. 消 防 費 消 防 設 備 整 備 事 業 524,000

11. 教 育 費 1,925,627

２. 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 801,488

３. 中 学 校 費 中 学 校 施 設 整 備 事 業 964,000

４. 高 等 学 校 費 高 等 学 校 施 設 整 備 事 業 12,500

６. 社 会 教 育 費 文 化 財 整 備 事 業 128,439

７. 保 健 体 育 費 学 校 給 食 事 務 経 費 19,200

千円
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第3表 債務負担行為補正

１．廃止分

第４表 地方債補正

１．追加分

事 項 期 間 限 度 額

新 斎 苑 環 境 評 価 業 務 委 託 平成26年度から
平成27年度まで 22,400

クリーンセンター環境影響評価
業 務 委 託

平成26年度から
平成28年度まで 80,000

千円

款 項 事 業 名 金 額

12. 災 害 復 旧 費 17,800

１. 農林水産業施設災 害 復 旧 費 農林業用施設災害復旧事業 4,600

２. 土 木 施 設
災 害 復 旧 費 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 13,200

合 計 4,463,820

千円

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

減 収 補 塡 54,200

普通貸借

又 は

債券発行

５．０％以内
（利率見直し
方式により当
該利率の見直
しを行った後
においては、
見直し後の利
率とする。）

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者との
協定による。ただし、
市財政の都合により
据置期間を短縮し、
もしくは繰上償還又
は低利に借換えする
ことができる。

千円
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２．変更分

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 493,100 476,600

福 祉 施 設 整 備 事 業 654,400 507,900

清 掃 施 設 整 備 事 業 241,700 195,900

道 路 事 業 1,028,000 966,500

都 市 計 画 事 業 645,300 445,600

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,807,200 1,894,400

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 95,500 83,900

計 15,805,300 15,465,100

千円千円
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奈良市議案第３号

平成２６年度奈良市土地区画整理事業
特別会計補正予算（第２号）

平成２６年度奈良市の土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８８，０００千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，４４４，４００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１.国 庫 支 出 金 114,200 △ 28,200 86,000

１. 国 庫 交 付 金 114,200 △ 28,200 86,000

２. 繰 入 金 1,025,435 △ 4,000 1,021,435

１. 一 般 会 計
繰 入 金 1,025,435 △ 4,000 1,021,435

４. 市 債 392,000 △ 55,800 336,200

１. 市 債 392,000 △ 55,800 336,200

歳 入 合 計 1,532,400 △ 88,000 1,444,400

千円 千円 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１.
西 大 寺 駅 南
地区土地区画
整 理 事 業 費

331,100 △ 35,000 296,100

１.
西 大 寺 駅 南
地区土地区画
整 理 事 業 費

331,100 △ 35,000 296,100

２.
ＪＲ奈良駅南
地区土地区画
整 理 事 業 費

339,700 △ 49,000 290,700

１.
ＪＲ奈良駅南
地区土地区画
整 理 事 業 費

339,700 △ 49,000 290,700

３. 公 債 費 861,600 △ 4,000 857,600

１. 公 債 費 861,600 △ 4,000 857,600

歳 出 合 計 1,532,400 △ 88,000 1,444,400

千円 千円 千円
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第２表 繰越明許費

第３表 地方債補正

１．変更分

款 項 事 業 名 金 額

１.
西 大 寺 駅 南
地区土地区画
整 理 事 業 費

111,500

１.
西 大 寺 駅 南
地区土地区画
整 理 事 業 費

西 大 寺 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 111,500

２.
ＪＲ奈良駅南
地区土地区画
整 理 事 業 費

28,000

１.
ＪＲ奈良駅南
地区土地区画
整 理 事 業 費

Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 28,000

合 計 139,500

千円

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

西 大 寺 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 185,300 169,500

Ｊ Ｒ 奈 良 駅 南 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 費 206,700 166,700

計 392,000 336,200

千円千円

＝28＝



奈良市議案第４号

平成２６年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第３号）

平成２６年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７，３００千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２６，２４９，３９１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。

平成２７年２月２７日提出

奈良市長 仲 川 元 庸
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第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

第２表 繰越明許費

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２.国 庫 支 出 金 5,696,435 3,650 5,700,085

２. 国 庫 補 助 金 1,038,275 3,650 1,041,925

６. 繰 入 金 4,142,353 3,650 4,146,003

１. 一般会計繰入金 3,819,960 3,650 3,823,610

歳 入 合 計 26,242,091 7,300 26,249,391

千円 千円 千円

款 項 事 業 名 金 額

１.総 務 費 7,300

１. 総 務 管 理 費 介 護 保 険 事 務 経 費 7,300

合 計 7,300

千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１.総 務 費 603,443 7,300 610,743

１. 総 務 管 理 費 289,878 7,300 297,178

歳 出 合 計 26,242,091 7,300 26,249,391

千円 千円 千円

＝30＝



＝31＝



＝32＝





＝34＝



＝35＝



＝36＝



＝37＝



＝38＝



＝39＝



＝40＝



＝41＝



＝42＝



＝43＝



＝44＝



＝45＝



＝46＝



＝47＝



＝48＝



＝49＝



＝50＝



＝51＝



＝52＝



＝53＝



＝54＝



＝55＝



＝56＝



＝57＝



＝58＝



＝59＝



＝60＝



＝61＝



＝62＝



＝63＝



＝64＝



＝65＝



＝66＝



＝67＝



＝68＝



＝69＝



＝70＝



＝71＝



＝72＝



＝73＝


